
 債権の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 18 年３月 31 日 

                                            岩手県知事 増 田 寛 也  

岩手県規則第 69 号 

   債権の管理に関する規則の一部を改正する規則 

 債権の管理に関する規則（昭和 39 年岩手県規則第 43 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ この規則において「課長等」とは、次に掲げるものをいう。３ この規則において「課長等」とは、次に掲げるものをいう。

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

(３) 教育委員会事務局学校財務課総括課長 (３) 教育委員会事務局教育企画室長 

(４)～(７) ［略］ (４)～(７) ［略］ 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

（債権現在額報告書） （債権現在額報告書） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２ 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る債権のうち収入未

済のものについて、債権（収入未済分）現在額報告書（様式第

３号）を５月及び９月の末日現在で作成し、翌月の20日までに

主管部局長に報告しなければならない。 

２ 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る債権のうち収入未

済のものについて、債権（収入未済分）現在額報告書（様式第

３号）を５月末日現在で作成し、翌月の20日までに主管部局長

に報告しなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

様式第３号（その１）（第７条関係） 

 ［略］ 

 備考１ ［略］ 

２ 記載に当たっては、次の方法によること。 

(１) 当期中増減額の欄のうち、(３)は５月末現在の

場合に限り記載するものとし（当該決算年度内に発 

生した債権で当該年度の出納閉鎖日で収入未済とな

ったもの）、(４)及び(５)は(１)及び(２)に対応する 

債権の当期中の各減少額を記載すること。 

    (２) 今回までの収入未済額は、次により計算するこ

と。 

     ア ５月末現在 現年度分……(６)＝(３)……決算

年度内の増加額 

             過年度分……(７)＝｛(１)－(４)

｝＋｛(２)－(５)｝ 

     イ ９月末現在 現年度分……(６)＝(１)－(４) 

             過年度分……(７)＝(２)－(５) 

                        （Ａ４）

様式第３号（その１）（第７条関係） 

 ［略］ 

 備考１ ［略］ 

２ 記載に当たっては、次の方法によること。 

(１) 当期中増減額の欄のうち、(３)は当該決算年度

内に発生した債権で当該年度の出納閉鎖日で収入未

済となったものを記載するものとし、(４)及び(５)

は(１)及び(２)に対応する債権の当期中の各減少額

を記載すること。 

    (２) 今回までの収入未済額は、次により計算するこ

と。 

      現年度分……(６)＝(３)……決算年度内の増加額

      過年度分……(７)＝｛(１)－(４)｝＋｛(２)－ 

(５)｝ 

 

 

 

                        （Ａ４）

様式第５号（第15条関係） 様式第５号（第15条関係） 



 ［略］ 

 ６ その他の条件 

  (１)・(２) ［略］ 

  (３) 県において、担保の価値が減少し、又は保証人を不

   適当とする事情が生じたと認めるときは、債権者は県の

請求に応じて増担保の提供又は保証人の変更その他担保

の変更をしなければならない。 

  (４) ［略］ 

  備考 ［略］ 

 ［略］ 

 ６ その他の条件 

  (１)・(２) ［略］ 

  (３) 県において、担保の価値が減少し、又は保証人を不

   適当とする事情が生じたと認めるときは、債務者は県の

請求に応じて増担保の提供又は保証人の変更その他担保

の変更をしなければならない。 

  (４) ［略］ 

  備考 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 
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